
【 森 田 地 区 】 【 稲 垣 地 区 】
月日 対象地区 実　施　場　所 実施時間 月日 対象地区 実　施　場　所 実施時間

5　

月　

28　

日　

（
月
）

勝 山 自 治 会 館 前 8:40 ～ 8:50

5　

月　

30　

日　

（
水
）

千 年 千 年 集 会 所 前 8:50 ～ 9:00

大 館
下 萢 バ ス 停 前 8:55 ～ 9:00 再 賀 再 賀 集 会 所 前 9:05 ～ 9:15
大 館 バ ス 停 前 9:05 ～ 9:10 語 利 JAつがるにしきた倉庫前 9:20 ～ 9:25
上 大 館 バ ス 停 前 9:15 ～ 9:25 沖 善 津 沖 善 津 集 会 所 前 9:30 ～ 9:40

床 舞
床 舞 バ ス 停 前 9:30 ～ 9:35 吉 出 吉出コミュニティ消防センター前 9:45 ～ 9:55
原 田 義 昭 様 宅 前 9:40 ～ 9:50 沼 館 沼館老人憩いの家前 10:00 ～ 10:10

森 田 原 田 護 様 宅 前 9:55 ～ 10:05 福 富 福富コミュニティセンター前 10:15 ～ 10:25
月 見 野 月 見 野 住 宅 入 口 10:10 ～ 10:20 元 増

稲 垣 体 育 館 前 10:30 ～ 10:45
森 田 消 防 屯 所 前 10:25 ～ 10:35 下 野 田

山 田
(旧)森 田 支 所 前 10:40 ～ 10:50 沼 崎 沼崎コミュニティ消防センター前 10:50 ～ 11:00
七 戸 商 会 様 前 10:55 ～ 11:00 上 野 田 上 豊 川 集 会 所 前 11:05 ～ 11:10

猫 渕 研 修 セ ン タ ー 前 11:05 ～ 11:10 野 末 野 末 集 会 所 前 11:15 ～ 11:25
漆 館 集 会 所 前 11:15 ～ 11:25 楽 田 藤田隆一様宅倉庫前 11:30 ～ 11:40
中 田 中 田 バ ス 停 前 11:30 ～ 11:35 鶴 見 里 鶴 見 里 集 会 所 前 13:05 ～ 13:10
吉 野 お 宮 前 13:20 ～ 13:30 細 沼 闇 龍 神 社 前 13:15 ～ 13:20
下 相 野 研 修 セ ン タ ー 前 13:35 ～ 13:45 穂 積 穂 積 集 会 所 前 13:25 ～ 13:30
富 岡 佐 々 木 守 様 宅 前 13:50 ～ 14:00 家 調 家 調 集 会 所 前 13:35 ～ 13:40
上 相 野 研 修 セ ン タ ー 前 14:05 ～ 14:15 繁 萢

繁 田 集 会 所 前 13:45 ～ 14:05
栄 田 集 会 所 前 14:20 ～ 14:25 繁 田
笹木・小中野 集 会 所 前 14:30 ～ 14:40 船 越 長 尾 豊 様 宅 前 14:10 ～ 14:15

下 繁 田 下 繁 田 バ ス 停 前 14:20 ～ 14:25
【 柏 地 区 】 下 派 立 下 派 立 集 会 所 前 14:30 ～ 14:35

月日 対象地区 実　施　場　所 実施時間 前 村 前 村 集 会 所 前 14:40 ～ 14:45

5　

月　

29　

日　

（
火
）

小 和 巻 老 人 憩 い の 家 前 8:30 ～ 8:40 中 派 立 中 派 立 集 会 所 前 14:50 ～ 14:55
上 派 立 集 会 所 前 8:45 ～ 8:55
小 中 野 中 野 謙 一 様 宅 前 9:00 ～ 9:10 【 車 力 地 区 】
下 町

柏分庁舎裏駐車場 9:15 ～ 9:35
月日 対象地区 実　施　場　所 実施時間

鶴 野

5　

月　

31　

日　

（
木
）

牛 潟

太 田 商 店 様 前 8:45 ～ 8:55
かしわニュータウン 高齢者コミュニティセンター前 9:00 ～ 9:10
上 古 川

古 坂 製 材 所 様 前 9:40 ～ 9:55
高山神社入口停留所前 9:15 ～ 9:25

第 ２ 岩 木 (旧)牛潟公民館跡地 9:30 ～ 9:35

下 古 川
下 古 川 西 口Y字 路 10:10 ～ 10:15

下 牛 潟
平 山 商 店 様 前 9:40 ～ 9:45

農業研修センター前 10:20 ～ 10:25 下牛潟保健福祉館前 9:50 ～ 9:55
鷺 坂 岩 川 商 店 様 前 10:30 ～ 10:35 下 車 力 下車力保健福祉館前 10:00 ～ 10:10
稲 盛 星 光 電 器 様 前 10:40 ～ 10:50

車 力
鎌 田 板 金 様 前 10:20 ～ 10:30

岩 木 車 力 屯 所 前 10:35 ～ 10:45
稲 盛 集 会 所 前 10:55 ～ 11:00八 重 崎 工 藤 蘶 様 宅 前 10:50 ～ 10:55

玉 水 農業研修センター前 11:05 ～ 11:10
豊 富

北 辰 商 店 様 前 11:05 ～ 11:15
沖 萢

老 人 憩 い の 家 前 11:15 ～ 11:20
豊富コミュニティセンター前 11:20 ～ 11:30

末 吉
富 萢

野 宮 商 店 様 横 13:00 ～ 13:15
藤 岡 集 会 所 前 11:25 ～ 11:30 富萢地区簡易体育館前 13:20 ～ 13:50
広 須 老 人 憩 い の 家 前 11:35 ～ 11:45 権 現 権 現 停 留 所 前 13:55 ～ 14:05
姥 島 集 会 所 前 11:50 ～ 12:00 深 沢 権現・深沢地区コミュニティセンター前 14:10 ～ 14:15

～　飼い主の皆さんへお願い　～
◆注射の際は送付された通知書を持参してください。
◆犬の放し飼いは、大変危険なので絶対にやめましょう。
◆犬のフンは、他に迷惑を掛けないよう必ず処分しましょう。
◆集合注射の時はリードを短くし、他の犬とトラブルの無いよう
　マナーを守りましょう。
※飼い犬が他人をかんだ場合は飼い主の責任になります。

清 水
松 晴 商 店 様 前 14:20 ～ 14:30
(旧)清 水 分 校 跡 地 14:35 ～ 14:40

　◎登録料（新規のみ）・・・3,000円
　◎注射料（毎年１回） ・・・3,100円
　※未登録・未注射犬は、狂犬病予防法により20万円以下
　　 の罰金に処されます。

【問い合わせ先】環境衛生課　電話 42-2111（内線284）

　　狂犬病予防注射•犬の登録 森田•柏•稲垣•車力

広報つがる 2018.5月号15 広報つがる 2018.5月号 14

国民年金 こんなときには届け出が必要です
　国民年金の加入対象者になるときや、届出内容に変更があるときは、届け出が必要です。

届け出するとき 必要なもの
20歳になったとき
（厚生年金・共済組合の加入者と被
扶養配偶者は除く）

①認め印（本人手続の場合は不要）
②国民年金被保険者資格取得届書(20歳用)
　※20歳誕生月の前月に送付されます

会社を辞めたり、公務員を退職した
りしたときなど
（扶養されている配偶者も併せて届
け出になります）

①年金手帳
②離職・退職月日のわかるもの（健康保険資格喪失証明書など）
③認め印

厚生年金や共済年金に加入している
配偶者の扶養からはずれたとき

①年金手帳
②扶養でなくなった日がわかるもの（健康保険資格喪失証明書など）
③認め印

保険料の免除申請・若年者納付猶予
制度を申請したいとき
（申請月の2年1カ月前の月分ま
で、さかのぼって申請可能）

①年金手帳
② 失業を理由として申請する方は「雇用保険受給資格者証」または「雇
用保険被保険者離職票」など
③認め印
※ 転入された方で、税申告された住所と現住所が異なる場合は、申
請書に税申告時の住所と世帯主名の記載が必要です。

学生納付特例申請をしたいとき
（申請月の2年1カ月前の月分ま
で、さかのぼって申請可能）

①年金手帳（20歳加入時の場合は不要）
② 学生証の写し、または在学証明書（原本）など学生であることを
証明できるもの
③認め印

受給権者の住所・名前の変更、また
は支払機関を変えるとき

弘前年金事務所へ変更届を提出してください。
※届出用紙などはつがる市市民課に用意してあります。

国民年金を受給するとき

弘前年金事務所、またはつがる市市民課にお問い合わせください。死亡したとき
（国民年金に加入したことがある
方、国民年金受給者など）

【年金についての問い合わせ先】
　弘前年金事務所　電話 0172-27-1339　　つがる市市民課　電話 42-2111（内線261・267）　
　稲垣出張所　　　電話 46-2111　　　　　車力出張所　　　電話 56-2111

　年金の請求など給付に関わる相談については、移動年金相談日をご利用ください。
　　移動年金相談日　日時　5月23日（水）、6月27日（水）、7月25日（水）10時～15時
　　　　　　　　　　場所　つがる市役所２階相談室　※事前の予約が必要です。
　　　　　　　　　　　　　弘前年金事務所　お客様相談室　電話0172-27-1309

農業者年金受給者の現況届の提出について
　農業者年金基金より５月下旬に郵送される現況届について、下記のとおり受け付けを行いますので、必ず提
出いただくようお願いします。
受付期間　　6月1日（金）～6月30日（土）　※つがる出張所では土・日曜日でも受け付けします
受付場所　　農業委員会、市役所総務課、稲垣出張所、車力出張所、つがる出張所
重要事項　　 年金を受給するために、農業経営を移譲している方は、農業経営に関する名義が、その相手方に

変更されていることが必要です。
※ 現況届の用紙への記入は、ボールペン等（鉛筆不可）でお願いします。また、氏名等の必要事項は必ず記入・
署名して下さい。

【問い合わせ先】農業委員会事務局　電話25-3820

広報つがる 2018.5月号 �



【 森 田 地 区 】 【 稲 垣 地 区 】
月日 対象地区 実　施　場　所 実施時間 月日 対象地区 実　施　場　所 実施時間

5　

月　

28　

日　

（
月
）

勝 山 自 治 会 館 前 8:40 ～ 8:50

5　

月　

30　

日　

（
水
）

千 年 千 年 集 会 所 前 8:50 ～ 9:00

大 館
下 萢 バ ス 停 前 8:55 ～ 9:00 再 賀 再 賀 集 会 所 前 9:05 ～ 9:15
大 館 バ ス 停 前 9:05 ～ 9:10 語 利 JAつがるにしきた倉庫前 9:20 ～ 9:25
上 大 館 バ ス 停 前 9:15 ～ 9:25 沖 善 津 沖 善 津 集 会 所 前 9:30 ～ 9:40

床 舞
床 舞 バ ス 停 前 9:30 ～ 9:35 吉 出 吉出コミュニティ消防センター前 9:45 ～ 9:55
原 田 義 昭 様 宅 前 9:40 ～ 9:50 沼 館 沼館老人憩いの家前 10:00 ～ 10:10

森 田 原 田 護 様 宅 前 9:55 ～ 10:05 福 富 福富コミュニティセンター前 10:15 ～ 10:25
月 見 野 月 見 野 住 宅 入 口 10:10 ～ 10:20 元 増

稲 垣 体 育 館 前 10:30 ～ 10:45
森 田 消 防 屯 所 前 10:25 ～ 10:35 下 野 田

山 田
(旧)森 田 支 所 前 10:40 ～ 10:50 沼 崎 沼崎コミュニティ消防センター前 10:50 ～ 11:00
七 戸 商 会 様 前 10:55 ～ 11:00 上 野 田 上 豊 川 集 会 所 前 11:05 ～ 11:10

猫 渕 研 修 セ ン タ ー 前 11:05 ～ 11:10 野 末 野 末 集 会 所 前 11:15 ～ 11:25
漆 館 集 会 所 前 11:15 ～ 11:25 楽 田 藤田隆一様宅倉庫前 11:30 ～ 11:40
中 田 中 田 バ ス 停 前 11:30 ～ 11:35 鶴 見 里 鶴 見 里 集 会 所 前 13:05 ～ 13:10
吉 野 お 宮 前 13:20 ～ 13:30 細 沼 闇 龍 神 社 前 13:15 ～ 13:20
下 相 野 研 修 セ ン タ ー 前 13:35 ～ 13:45 穂 積 穂 積 集 会 所 前 13:25 ～ 13:30
富 岡 佐 々 木 守 様 宅 前 13:50 ～ 14:00 家 調 家 調 集 会 所 前 13:35 ～ 13:40
上 相 野 研 修 セ ン タ ー 前 14:05 ～ 14:15 繁 萢

繁 田 集 会 所 前 13:45 ～ 14:05
栄 田 集 会 所 前 14:20 ～ 14:25 繁 田
笹木・小中野 集 会 所 前 14:30 ～ 14:40 船 越 長 尾 豊 様 宅 前 14:10 ～ 14:15

下 繁 田 下 繁 田 バ ス 停 前 14:20 ～ 14:25
【 柏 地 区 】 下 派 立 下 派 立 集 会 所 前 14:30 ～ 14:35

月日 対象地区 実　施　場　所 実施時間 前 村 前 村 集 会 所 前 14:40 ～ 14:45

5　

月　

29　

日　

（
火
）

小 和 巻 老 人 憩 い の 家 前 8:30 ～ 8:40 中 派 立 中 派 立 集 会 所 前 14:50 ～ 14:55
上 派 立 集 会 所 前 8:45 ～ 8:55
小 中 野 中 野 謙 一 様 宅 前 9:00 ～ 9:10 【 車 力 地 区 】
下 町

柏分庁舎裏駐車場 9:15 ～ 9:35
月日 対象地区 実　施　場　所 実施時間

鶴 野

5　

月　

31　

日　

（
木
）

牛 潟

太 田 商 店 様 前 8:45 ～ 8:55
かしわニュータウン 高齢者コミュニティセンター前 9:00 ～ 9:10
上 古 川

古 坂 製 材 所 様 前 9:40 ～ 9:55
高山神社入口停留所前 9:15 ～ 9:25

第 ２ 岩 木 (旧)牛潟公民館跡地 9:30 ～ 9:35

下 古 川
下 古 川 西 口Y字 路 10:10 ～ 10:15

下 牛 潟
平 山 商 店 様 前 9:40 ～ 9:45

農業研修センター前 10:20 ～ 10:25 下牛潟保健福祉館前 9:50 ～ 9:55
鷺 坂 岩 川 商 店 様 前 10:30 ～ 10:35 下 車 力 下車力保健福祉館前 10:00 ～ 10:10
稲 盛 星 光 電 器 様 前 10:40 ～ 10:50

車 力
鎌 田 板 金 様 前 10:20 ～ 10:30

岩 木 車 力 屯 所 前 10:35 ～ 10:45
稲 盛 集 会 所 前 10:55 ～ 11:00八 重 崎 工 藤 蘶 様 宅 前 10:50 ～ 10:55

玉 水 農業研修センター前 11:05 ～ 11:10
豊 富

北 辰 商 店 様 前 11:05 ～ 11:15
沖 萢

老 人 憩 い の 家 前 11:15 ～ 11:20
豊富コミュニティセンター前 11:20 ～ 11:30

末 吉
富 萢

野 宮 商 店 様 横 13:00 ～ 13:15
藤 岡 集 会 所 前 11:25 ～ 11:30 富萢地区簡易体育館前 13:20 ～ 13:50
広 須 老 人 憩 い の 家 前 11:35 ～ 11:45 権 現 権 現 停 留 所 前 13:55 ～ 14:05
姥 島 集 会 所 前 11:50 ～ 12:00 深 沢 権現・深沢地区コミュニティセンター前 14:10 ～ 14:15

～　飼い主の皆さんへお願い　～
◆注射の際は送付された通知書を持参してください。
◆犬の放し飼いは、大変危険なので絶対にやめましょう。
◆犬のフンは、他に迷惑を掛けないよう必ず処分しましょう。
◆集合注射の時はリードを短くし、他の犬とトラブルの無いよう
　マナーを守りましょう。
※飼い犬が他人をかんだ場合は飼い主の責任になります。

清 水
松 晴 商 店 様 前 14:20 ～ 14:30
(旧)清 水 分 校 跡 地 14:35 ～ 14:40

　◎登録料（新規のみ）・・・3,000円
　◎注射料（毎年１回） ・・・3,100円
　※未登録・未注射犬は、狂犬病予防法により20万円以下
　　 の罰金に処されます。

【問い合わせ先】環境衛生課　電話 42-2111（内線284）

　　狂犬病予防注射•犬の登録 森田•柏•稲垣•車力

広報つがる 2018.5月号15 広報つがる 2018.5月号 14

国民年金 こんなときには届け出が必要です
　国民年金の加入対象者になるときや、届出内容に変更があるときは、届け出が必要です。

届け出するとき 必要なもの
20歳になったとき
（厚生年金・共済組合の加入者と被
扶養配偶者は除く）

①認め印（本人手続の場合は不要）
②国民年金被保険者資格取得届書(20歳用)
　※20歳誕生月の前月に送付されます

会社を辞めたり、公務員を退職した
りしたときなど
（扶養されている配偶者も併せて届
け出になります）

①年金手帳
②離職・退職月日のわかるもの（健康保険資格喪失証明書など）
③認め印

厚生年金や共済年金に加入している
配偶者の扶養からはずれたとき

①年金手帳
②扶養でなくなった日がわかるもの（健康保険資格喪失証明書など）
③認め印

保険料の免除申請・若年者納付猶予
制度を申請したいとき
（申請月の2年1カ月前の月分ま
で、さかのぼって申請可能）

①年金手帳
② 失業を理由として申請する方は「雇用保険受給資格者証」または「雇
用保険被保険者離職票」など

③認め印
※ 転入された方で、税申告された住所と現住所が異なる場合は、申
請書に税申告時の住所と世帯主名の記載が必要です。

学生納付特例申請をしたいとき
（申請月の2年1カ月前の月分ま
で、さかのぼって申請可能）

①年金手帳（20歳加入時の場合は不要）
② 学生証の写し、または在学証明書（原本）など学生であることを
証明できるもの

③認め印
受給権者の住所・名前の変更、また
は支払機関を変えるとき

弘前年金事務所へ変更届を提出してください。
※届出用紙などはつがる市市民課に用意してあります。

国民年金を受給するとき

弘前年金事務所、またはつがる市市民課にお問い合わせください。死亡したとき
（国民年金に加入したことがある
方、国民年金受給者など）

【年金についての問い合わせ先】
　弘前年金事務所　電話 0172-27-1339　　つがる市市民課　電話 42-2111（内線261・267）　
　稲垣出張所　　　電話 46-2111　　　　　車力出張所　　　電話 56-2111

　年金の請求など給付に関わる相談については、移動年金相談日をご利用ください。
　　移動年金相談日　日時　5月23日（水）、6月27日（水）、7月25日（水）10時～15時
　　　　　　　　　　場所　つがる市役所２階相談室　※事前の予約が必要です。
　　　　　　　　　　　　　弘前年金事務所　お客様相談室　電話0172-27-1309

農業者年金受給者の現況届の提出について
　農業者年金基金より５月下旬に郵送される現況届について、下記のとおり受け付けを行いますので、必ず提
出いただくようお願いします。
受付期間　　6月1日（金）～6月30日（土）　※つがる出張所では土・日曜日でも受け付けします
受付場所　　農業委員会、市役所総務課、稲垣出張所、車力出張所、つがる出張所
重要事項　　 年金を受給するために、農業経営を移譲している方は、農業経営に関する名義が、その相手方に

変更されていることが必要です。
※ 現況届の用紙への記入は、ボールペン等（鉛筆不可）でお願いします。また、氏名等の必要事項は必ず記入・
署名して下さい。

【問い合わせ先】農業委員会事務局　電話25-3820

広報つがる 2018.5月号�


